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【 請 求 項 １ 】
複 数 の 棒 材 を 保 持 す る た め の 新 材 用 材 料 棚 か ら 、 新 材 を １ つ づ つ 取 出 し て ガ イ ド レ ー ル に
供 給 し 、 前 記 新 材 を 前 記 ガ イ ド レ ー ル に 沿 っ て 棒 材 加 工 機 に 向 か っ て 給 送 す る 棒 材 供 給 機
に 対 し て 取 り 付 け 可 能 な 、 端 材 を 前 記 ガ イ ド レ ー ル に 供 給 す る た め の 端 材 供 給 装 置 で あ っ
て 、
複 数 の 前 記 端 材 を 保 持 す る た め の 端 材 用 材 料 棚 と 、 該 端 材 用 材 料 棚 か ら 前 記 端 材 を １ つ づ
つ 取 出 す た め の 端 材 取 出 機 構 と を 有 し 、 該 端 材 取 出 機 構 に よ っ て 前 記 端 材 用 材 料 棚 か ら 取
出 さ れ た 端 材 が 、 前 記 端 材 用 材 料 棚 か ら 前 記 ガ イ ド レ ー ル ま で 移 動 す る 間 に 経 る 端 材 通 過
経 路 は 、 前 記 ガ イ ド レ ー ル の 長 手 方 向 に 実 質 的 に 連 続 し て 延 び る 面 で 構 成 さ れ て い る 、 こ
と を 特 徴 と す る 端 材 供 給 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 端 材 用 材 料 棚 は 、 前 記 ガ イ ド レ ー ル の 長 手 方 向 に 沿 っ て 延 び る 端 材 載 置 面 を 有 す る 底
壁 部 材 と 、 前 記 端 材 載 置 面 の 両 端 に 設 け ら れ た 端 壁 部 材 と 、 前 記 ガ イ ド レ ー ル 側 に 設 け ら
れ た 側 壁 部 材 と を 有 し 、 そ れ ら の 内 側 に 端 材 収 容 領 域 が 形 成 さ れ 、 前 記 端 壁 部 材 の 少 な く
と も 一 方 は 、 前 記 棒 材 収 容 領 域 内 で 前 記 長 手 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ て お り 、 ま た 、 前
記 端 材 取 出 機 構 は 、 前 記 端 材 収 容 領 域 内 で 前 記 側 壁 部 に 沿 っ て 昇 降 運 動 す る 昇 降 板 部 材 を
有 し 、 外 昇 降 板 部 材 の 上 面 は 、 前 記 端 材 載 置 面 の 実 質 的 に 全 長 に わ た っ て 延 び る 長 さ と 前
記 端 材 を １ つ だ け 載 せ る こ と が で き る 幅 と を 有 す る 端 材 受 取 面 を 構 成 し 、 該 端 材 受 取 面 は
、 前 記 昇 降 部 材 が 昇 降 運 動 す る こ と に よ っ て 、 前 記 端 材 載 置 面 と 整 列 す る 下 降 位 置 と 、 前
記 端 材 受 取 面 に よ っ て 受 取 っ た 前 記 端 材 を 前 記 端 材 収 容 領 域 の 外 に 前 記 ガ イ ド レ ー ル に 向
け て 放 出 す る 上 昇 位 置 と の 間 で 往 復 運 動 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 端 材 供
給 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 底 壁 部 材 は 、 前 記 側 壁 部 材 に 対 し て 遠 ざ か る 方 向 に 移 動 可 能 に 設 け ら れ 、 前 記 昇 降 板
部 材 は 、 前 記 底 壁 部 材 お よ び 前 記 端 壁 部 材 と 前 記 側 壁 部 材 と の 間 に 介 在 さ れ て お り 、 前 記
棒 材 受 取 面 の 幅 が 供 給 す べ き 端 材 を １ つ だ け 載 せ る こ と が で き る 幅 と な る よ う に 、 前 記 昇
降 板 部 材 の 厚 さ は 変 更 可 能 で あ る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 端 材 供 給 装
置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 さ れ た 端 材 供 給 装 置 が 取 付 け ら れ た 棒 材 供 給 機 。
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